
事　業　評　価　シ　ー　ト コミュニティバス運行事業315201

315201 コミュニティバス運行事業

暮らし快適　魅力あるまち

公共交通

総合交通体系の整備

事業コード 事業名：

政 策 ：

施 策 ：

施策の方向：

総合計画体系

バス利用者

・対象（何、誰を）

・受益者（実際に利益を受ける人）

市役所を中心とした公共交通確保の観点から、市役所までのアクセス不便地域の解消のため、コミュニティバスの運行を
実施する。平成１６年１１月より試行運行を開始。バス運行計画検討委員会で協議をしつつ、市民からの意見要望やこれ
までの利用実績を踏まえ、平成２４年３月より本格運行に移行し、現在は５コースで運行中。

・手段（市が実際に行う事業の内容）

Ａ・市民参加

市内コミバス路線開設数（累積） 5 路線

活動指標

①

③

②

（手段から導かれ、事業の進捗状況を図るための指標）

活動指標名 目標値

 Ａ：地域社会の主体としての市民、受益者としての市民、双方の視点からの参加がある
 Ｂ：地域社会の主体としての市民の参加がある
 Ｃ：受益者としての市民の参加がある
 Ｄ：特に市民参加がない

活動指標の年度別状況

都市計画課都市部

市事業主体 単独補助単独 継続新規・継続

平成 24 年度 平成 29 年度計画期間 ～実施段階進捗状況

主管部局名 主管課名 一般会計会計区分

根拠法令

自治事務事務区分 非義務的経費義務区分 市内全域地域区分

事業開始 平成１６年度

(上位の政策・施策)

① ② ③

年度別
目標値

活動指標

実績値
年度

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

年度別
目標値

計画目標
値に対す
る割合

計画目標
値に対す
る割合

区分
実績値実績値

市内コミバス路線開設数（累
積）

53959 - -24 (決算) 53959 - -1,079,180.00 - -

58131 - -25 (予算) - - -1,162,620.00 - -

5 - -26 (計画) - - -100.00 - -

5 - -27 (計画) - - -100.00 - -

5 - -28 (計画) - - -100.00 - -

- -29 (計画) - - -- -
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市役所を中心とした公共施設へのアクセスを確保することにより、高齢者や障がい者などの移動に制約のある人はもちろ
んのこと、健常者についても交通手段の確保を図り、市民の社会参加を活発にする。

・意図（どういう状態にしたいのか）

他市町村の実例からもコミュニティバス利用者について、全般的に利用頻度が少ないなど報告があり、運行にあたっての
利用者増を図る事などの工夫が必要。mata,
コースにより乗りこぼし等の課題も有る。平成２６年度より、運行コースの見直しや拡大等に向けて再検討する方針。

・事業実施上の検討課題

成果指標

コミバス利用者数成果指標名

（意図から導かれ、事業の目的達成度を図るため
の指標）

指標式

目標値 80000

成果指標の年度別状況

 A  B  C 

 D  E 
 

 

1 2 3

L

H

 すべての事業は、 

   部分に位置

づけられる。 

コスト大

成
果
大

Ｂ　（コストを維持して成果を向上）・事業のポジショニング
　　　　　　（位置付け）

Ⓐ：コストを増やして成果を向上
Ⓑ：コストを維持して成果を向上
Ⓒ：コストを削減して成果を向上

・ポジショニングの説明・改善方策
コースの再見直し、安全性、利便性等について検討す
る。

☆

事業費等の年度別状況

※・概算人件費＝所要時間×１時間当たりの平均人件費単価
   ・概算総事業費＝事業費（直接事業費）＋概算人件費
   ・受益投資額＝受益者１人当たりの投資額＝概算総事業費÷受益者数　　

Ⓓ：コストを現状維持（理想の状態）
Ⓔ：コストを削減
Ⓕ：事業を統合又は廃止

・備考（現状等）

年度別
目標値 実績値

年度

計画目標
値に対す
る割合

区分

6400024 (決算) 7948880.00

6420025 (予算) -80.30

6440026 (計画) -80.50

6460027 (計画) -80.80

6480028 (計画) -81.00

29 (計画) -

年度
所要時間

区分 概算人件費
（千円）

事業費（千円） 受益者数概算総事業費
（千円）

受益投資額
(円）

53,959 54424 (決算) 1,182 79,48855,141 694

58,131 54425 (予算) 1,217 80,00059,348 742

58,354 54426 (計画) 1,215 80,00059,569 745

58,604 54427 (計画) 1,211 80,00059,815 748

58,854 54428 (計画) 1,209 80,00060,063 751

029 (計画)
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○必要性について

政策の目的が市民や社会のニーズにかな（うものか）っているか

当初の事業目的を達していないか

事業目的に対して効果があがっているか

○効率性について

○有効性について

○公平性について

○優先性について

予算や人員に見合った効果が得（られる）られているか

他市と比べてコストはどうか

他の類似事業と比べてコストはどうか

政策達成のために有効か

期待された成果が得られているか

対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか

受益者の費用負担は適当か

他の事業と比較して優先的に実施すべきか

延伸、廃止した場合に大きな影響があるか

極めてニーズに即（する）している。

極めて対応している。

市で実施する必要がある。

十分効果がある。

十分効率的である。

取り組んでおりほとんど改善の余地はない。

極めて高い。

十分得られている。

一部限定されているが限定の度合いが小さい。

ほぼ適当である。

優先度が高い。

影響は大きい。

・政策・施策評価の視点からの内部評価

事業評価 改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（9点）

Ａ（10点）

視点１

視点２

視点３

視点１

視点２

視点３

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ａ（9点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

視点１

視点２

Ｂ（8点）

Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が極めて低い。Ａ（9点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

改善する必要性が低い。Ｂ（8点）

※各視点の評価点と合計の評価点とは四捨五入の関係で不整合が生じる場合がある。
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（内部評価詳細）

一次評価＝所管部局長の評価
二次評価＝行政評価委員会の評価

Ａ（１０～　９点）
Ｂ（　８～　７点）
Ｃ（　６～　５点）
Ｄ（　４～　３点）
Ｅ（　２～　１点）

改
善
性

高

9
9
10

市役所を中心とした公共交通網の補完的役割を果たし、高齢者や
障がい者等、移動に制約がある人の交通手段の充実を図るため
必要である。

9
9
10

必
要
性

①施策（事業）の目的が現在の市民や社会のニーズにかなっている（た）か
②事業の対象や内容は行政需要の変化に対応している（た）か
③国、県、民間、地域との役割分担からみて市が行う必要があるか　※法令上義務は10

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

8
8
8

本格運行の際、コースの見直しや運行本数の増便等により効率性
の向上を図ったが、引き続き利用者数の増加を図るなど効率性を
高めていく。

8
8
8

効
率
性

①予算や人員に見合った効果が得られている（た）か
②他市と比べてコストはどうか
③コスト（予算・人員）改善に取り組んでいる（た）か

視
点

視点①
視点②
視点③

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

9
8

引き続き利用者数の増加を図るなどの成果の向上に努める。
9
8

有
効
性

①事業を実施することでの施策目標への貢献度
②成果を向上させる余地はあるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

運行コースや利用者負担の考え方について、利用状況等を踏ま
え、引き続き分析・検討を行なう。 8

8

公
平
性

①対象者全体に対して利用者や受益者が少数に限定されていないか
②受益者の費用負担は適当か

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点

8
8

市役所等公共施設への交通手段として、また移動制約者の交通
手段確保のため、優先的に実施すべき事業である。 8

8

優
先
性

①施策内の他の事業と比較して優先的に実施すべきか
②延伸、廃止した場合に市民の生命・身体及び財産に影響があるか

視
点

視点①
視点②

一  次  評  価 二次評価

視点 評点 評点コ    メ    ン    ト

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・
B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

A ・
A ・
A ・

B ・
B ・

B ・

A ・
B ・

B ・
B ・

B ・
B ・

区分

区分

区分

区分

区分

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 8B ・ 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

平均 9A ・ 9A ・

内部評価

9

A
点

平均 B ・ 8B ・8

内部評価

8

Ｂ
点

平均 Ｃ ・ 8 8B ・

内部評価

8

Ｂ
点

事業評価（内部）： 8B 点 一次評価： 8B 点 二次評価： 8B 点（ ）

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

コ    メ    ン    ト

公共交通網の補完的役割があり、移動に制約がある人の交通手段を確保するため、今後も創意工夫を
重ね効果的な運行を図っていく必要がある。

二　　次　　評　　価　　コ　　メ　　ン　　ト

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）
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